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問大垣年金事務所 �78―5166

国民年金保険料（以降 年金保険料）は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。

令和２年１月１日から令和２年９月30日までの間に国民年金保険料を納付された人には、11月上旬に日本年金機構

から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が既に送られています。（令和２年10月１日から令和２年12月31日まで

の間に国民年金保険料を納付した人に対しては令和２年２月上旬に送られます。）

確定申告の際に社会保険料控除を受ける場合は必ずこの控除証明書（または領収証書）を添付してください。

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に関しては、下記にお問い合わせください。

国民年金保険料は社会保険料控除の対象です！

問税務課 �32―1103

町では、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人に対し、国が定める基準に基づく国民健康保険税

の減免を実施しています。

申請にあたり、申請書および収入を証明する書類等が必要になります。詳細については、町ホームページをご覧くだ

さい。

申請期限 ３月31日（水）

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

問住民人権課 �32―1104

国民健康保険加入の世帯に医療費の状況をお伝えするため、定期的に「医療費通知（はがき）」を送付しています。この

医療費通知を添付することで、確定申告で医療費控除を受けるときに「医療費控除の明細書」の記入を簡略化することが

できます。

また、希望する人には、２月下旬以降に１月～12月診療分の医療費のお知らせの発行を予定していますので、住民

人権課の窓口で申請を行ってください。医療費通知に記載のない医療費を申告する場合は、領収書を基に、ご自身で医

療費控除の明細書の作成が必要です。

なお、医療費控除の詳しい内容については、大垣税務署または国税庁のホームページを確認してください。

※１月～10月診療分の医療費通知はすでに発送済みです。

11月～12月診療分の医療費通知は２月末ごろ発送予定です。

〇申請に必要なもの

・国民健康保険証

・印鑑（朱肉を使用するもの）

国民健康保険医療費通知（医療費のお知らせ）について


